
特 記 仕 様 書 

 当特記仕様書は、河川管理施設安全確保事業 鴨部川自動堰外５６水門保守点検業務に適用する。 

第 1 条 目的 

発注者香川県（以下「甲」という。）は、次に揚げる業務を受託者（以下「乙」という。）に委託し、

乙はこれを受託する。 

１．香川県が管理する堰、水門、樋門（以下、「水門施設」という。）の円滑な操作が行えるよう、水

門施設の保守点検業務を行う。また、軽微な障害修理については、本業務の範囲に含まれるものと

する。 

２．保守点検業務の実施箇所は、別添のとおりとする。 

３．業務の実施にあたり業務計画書を作成し、甲の了解を得るものとする。 

 

第 2 条 定義 

この契約において、保守点検業務の対象設備は、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤、その他水

門施設の効用を果すための設備とする。 

 

第 3 条 保守点検 

 保守点検とは、設備の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認および記録をいい、目視、触診、

聴診、機器等による計測、作動テスト等により行い、点検記録作成、処置立案までの一連の作業をい

う。点検記録については、別添様式に基づき作成するものとする。なお、清掃、給油脂、手工具等に

よる簡易な機械・電気部品の調整・取り替え作業などの点検整備も含む。保守点検は普通点検と年点

検とに区分される。 

 また、普通点検と年点検の際には、下記の内容の点検を行うものとする。 

１．点検開始前及び終了後に、実際に運用している状態※において、水位計で計測した水位と実際の

水位が合致しているか確認する。 

※点検作業による不具合(ケーブル干渉等)を確認できるよう点検前後で行う。 

他項目の点検のために水位計のふたを開けた状態などで上記を確認しないこと。 

２．自動化している水門の場合は、設定された水位条件で水門の扉体が開閉するか等の動作確認を行

う。 

３．警報装置がある水門の場合は、異常時の連絡が正常に機能するか等の動作確認を行う。 

 

第 4 条 普通点検 

 管理運転点検（以下、普通点検）は、ゲートを原則として負荷状態において試運転を実施し、設備

の状態確認・動作確認を行う。また、設備各部の異常の有無や、障害発生の状況の把握ならびに各部

の機能確認等のため、当該設備の状態に応じて、目視による外観の異常の有無を含め前回点検時以降

の変化の有無について確認等を行う。各施設の普通点検については、一般的に下記の頻度を参考とす

る。 

１．予防維持管理区分 

 予防維持管理の施設については、普通点検を５月から 10月の期間に月１回、合計で年間６回実施

する。点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 

２．事後維持管理 



 事後維持管理の施設については、普通点検を５月から９月の期間に隔月１回、合計で年間３回実施

する。点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 

 

第 5 条 年点検 

 年点検とは、目視、触診、聴診のみならず各種計測を実施し、かつ事後保全対応項目における不具

合を確実に検知し、さらに過去の点検記録の分析を実施する。年点検については、重要度Ａ～Ｃの全

ての施設において出水期の前までに実施する。点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 

 

第 6 条 業務期間 

 業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。 

１．業務期間中は 24 時間の連絡体制を確立すること。 

２．保守点検業務は、原則として夜間・休日・祝祭日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず

作業を実施する必要があり、甲が認めた場合及び故障等のため甲からの指示がある場合には、前記

に関わらず業務を行うものとする。 

 

第 7 条 報告及び検収 

乙は、水門施設の保守点検を行い、保守状況を確認するとともに、その結果を 1 週間以内に点検整

備記録表により甲に報告するものとする。ただし、設備の異常および故障を発見した場合は、直ちに

甲に報告して指示を求めるものとする。また、甲は乙からの報告書を受理したときは、その都度、検

収するとともに必要に応じて指導・監督を行うものとする。 

 

第 8 条 権利及び義務の譲渡の制限 

乙は、この契約にかかる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、

甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

第 9 条 再委託の禁止 

乙は、甲により委託された業務について、第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲

の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

第 10 条 損害の負担 

業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により生じた損害は、乙の負担とする。また、乙は業

務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。 

 

第 11 条 契約の解除 

甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。また、

乙は前記の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対しその補償を請求す

ることができないものとする。 

 

第 12 条 契約外事項 

この契約に定めのない事項、または、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ



て甲乙が協議して定めるものとする。 

 

第 13 条 消耗品及び油脂等の交換 

本業務の履行において、消耗品及び油脂等の交換の必要を確認した場合については、甲と協議の上、

対応するものとする。 

 

第 14 条 障害時等の対応 

突発的な設備の故障及び破損等が認められた場合、下記のとおり対応する。 

１．障害発生を確認した場合は、速やかに現地に向かい現地調査を行った後、直ちに甲に報告すると 

ともに、甲と協議の上、応急復旧作業を行うものとする。また、障害対応後 1 週間以内に障害内 

容の報告書を作成し、甲に提出する。 

２．応急復旧作業や軽微な部品の交換等で対応できない故障又は、機器設置時の瑕疵によるものと判 

明した場合は、可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとする。 

 

第 15 条 日報等の整備 

業務の実施にあたっては、日報等を整備し、甲より申し出があれば、すみやかに提出しなければな

らない。 

 

第 16 条 成果報告書の提出 

 業務完了時に日報及び点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面 2 部及び電子媒体 1 式

にて提出するものとする。 

 

第 17 条 点検結果の引継 

 本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力する。 

 


